会計年度任用職員（社会福祉士）の募集について 
健康福祉部介護保険課 

社会福祉士を募集します。 
 
地方公務員法により、「会計年度任用職員」として任用され、採用されると、地方公務員となり服務規程（職務専念義務や守秘義務等）が適用されます。 
＊選考を経て任用（採用）いたします。 
 
1、募集職種        社会福祉士
2、募集人数   １人 
3、職務内容      高齢者の福祉相談及び対応（高齢者虐待・権利擁護相談含む） 家庭訪問、窓口対応、電話対応、各種制度のデスクワーク等
[bookmark: _GoBack]4、任用期間    令和8年1月1日～令和８年 3 月 31 日
（勤務実績に応じて再度任用される場合があります） 
5、資 格          ①社会福祉士免許
②普通自動車免許（AT限定可） 
　　　　　  ③地方公務員法第 16 条【欠格条項】に該当しない方 
　　　　　  ④その他、簡単な PC 操作のできる方（ワード・エクセル等） 
　　　　　　※②に関しては任用日までに取得見込みの方を含む
　　　　　　
【欠格条項】 
①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
②阪南市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 
③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60 条から第 63 条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 
④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
６、任用条件
	勤務時間 
	午前 9 時00 分～午後 5 時 00 分（休憩 45 分含む）週 5 日勤務 

	休日 
	土曜日・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始 

	勤務場所 
	阪南市役所   １階   健康福祉部介護保険課

	報酬等
	月額273,208 円～（地域手当相当分含む）※採用されるまでの職務履歴によって市の規定により一部経験加算があります。

	
各種手当 
	期末手当、勤勉手当
条件を満たす場合は、通勤費の支給があります。 
＊通勤費は、徒歩及び通勤距離 2 キロメートル未満は支給対象外
また、車通勤の場合、自己負担により敷地外で駐車場確保が必要。 

	休暇 
	任用期間や勤務日数に応じて、年次有給休暇や特別休暇（忌引休暇など）
があります。

	社会保険 
	規定に基づき、健康保険、厚生年金保険、雇用保険が適用されます。 
（年齢により加入内容が異なります） 

	その他 
	勤務条件等に関して必要な場合は、協議いたします。 





 

 ７、申込方法　次の必要書類を介護保険課まで持参又は郵送してください。
①申込期間      随時/市役所開庁日の午前 9 時～午後５時まで 
②申込場所      阪南市健康福祉部介護保険課　１階１６番窓口
住所：〒599-0292   阪南市尾崎町 35 番地の 1         
電話：072-471-5678（代表） 072-489-4526（介護保険課直通）
③必要書類      履歴書（写真貼付）、職務経歴書、社会福祉士免許の写し、運転免許証の写しを介
護保険課窓口まで持参もしくは郵送してください。     
※履歴書等は返却しません。 
 
８、試験日 
①日時              受付後、後日お知らせします。 
②試験              口述試験（個人面接） 
③結果              後日郵送にて通知 
 
９、その他 
①受験資格がないこと又は申込内容が正しくないことが判明した場合は、合格を取り消
すことがあります。 
②申込後に応募を取り消す場合は、すみやかに下記、介護保険課までご連絡願います。また、試験を無断欠席した場合は応募を取り下げたものとします。予めご注意ください。 
③受験者の成績が一定の水準に達しないときは、合格者なしとします。 
④任用時はすべて条件付採用となり、原則任用後１月を良好な成績で勤務した時に正式採用となりま
す。
⑤任用者が決定次第、募集を締め切ります。 
 (
【問合せ先】
 
阪南市役所健康福祉部介護保険課
電話：
072-471-5678
（代表）
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